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６ 大淀町空き家バンク制度 

６．１ 大淀町空き家バンク制度実施要綱 

 

大淀町空き家バンク制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、空き家バンク制度の実施に関し必要な事項を定め、空き家等に関

する情報を発信することにより、空き家等の活用及び流通を図り、もって大淀町（以

下「町」という。）への移住及び町における定住を促進し、地域の活性化を図ること

を目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）空き家等 町内の建築物（主に居住を目的として建築されたもの）又はこれに附

属する工作物であって居住その他の使用がなされていないもの（居住その他の使用

がなされなくなる日が決まっているものを含む。）及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいう。ただし、所有者等が賃貸又は分譲を目的として

建築を行ったものを除く。 

（２）空き家バンク制度 空き家等に関する情報を登録し、空き家等の売買又は賃貸借

等を希望する者に対して、当該情報を提供する制度をいう。 

（３）所有者等 所有権を有し、又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有す

る者をいう。 

 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱の規定は、この要綱の規定による空き家等の取引以外の取引を行うこ

とを妨げるものではない。 

 

（空き家等の登録の申込み等） 

第４条 空き家等の所有者等は、空き家バンク制度を利用して当該空き家等に関する情

報を登録しようとするときは、空き家バンク制度登録申込書（様式第１号）に空き家

バンク制度登録カード（様式第２号）を添えて町長に提出することにより、申込みを

行わなければならない。 

２  町長は、前項の申込みがあった場合において、その内容を確認し、適当であると認

めたときは、当該申込みに係る空き家バンク制度登録カードに記載された事項を登

録するものとする。この場合において、町長は、当該事項を記載した台帳を作成する

ものとする。 

３  町長は、必要に応じて当該空き家等を調査することができるものとし、第１項の

規定による申込みを行った者は、当該調査に協力しなければならない。 
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４  町長は、前項前段の規定による登録（以下「情報提供登録」という。）をしたとき

は、空き家バンク制度登録完了通知書（様式第３号）により第１項の規定による申込

みを行った者に通知するものとする。 

５  町長は、第１項の規定による申込みを行った者、又はその者と生計を一にする同

居の親族が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同

条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以

下「暴力団員等」という。）であるときは、情報提供登録をしないものとする。 

６  町長は、情報提供登録をしていない空き家等で、情報提供登録が適当と認めるも

のは、当該空き家等の所有者等に対して情報提供登録を勧めることができる。 

７  情報提供登録の期間は、２年とする。ただし、第１項の規定による申込みにより、

再度情報提供登録をすることができる。 

 

（空き家等に係る登録事項の変更の届出） 

第５条 情報提供登録を受けた者（以下「情報提供登録者」という。）は、当該情報提供

登録に係る事項に変更があったときは、空き家バンク制度登録事項変更届出書（様式

第４号）に当該変更の内容を記載した空き家バンク制度登録カードを添えて町長に

提出することにより、届出を行わなければならない。 

 

（空き家等の登録の抹消） 

第６条 町長は、情報提供登録をした空き家等に係る所有権その他の権利に異動があっ

たとき、空き家バンク制度登録抹消申出書（様式第５号）の提出があったとき、又は

情報提供登録が適当でないと認めたときは、当該情報提供登録を抹消し、その旨を空

き家バンク制度登録抹消通知書（様式第６号）により当該情報提供登録者に通知する

ものとする。 

 

（情報の公開及び提供並びに利用登録） 

第７条 町長は、必要に応じて情報提供登録をした空き家等に関する情報のうち、次に

掲げるものを公開するとともに、空き家等の購入又は賃借等を希望する者に当該情

報を提供するものとする。 

（１）物件番号 

（２）売却又は賃貸の別 

（３）所在地 

（４）希望売却価格若しくは賃料又はその両方 

（５）物件の概要及び状況 

（６）主要施設等までの距離 

（７）位置図 

（８）配置図及び間取り図 

（９）外観及び内部等の現況写真 

（１０）その他特記事項 
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２  前項の規定による提供を受けようとする者は、空き家バンク制度利用者登録申込

書（様式第７号）を町長に提出することにより、申込みを行わなければならない。  

３  町長は、前項の申込みがあった場合において、その内容を確認し、当該申込みを行

った者が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、当該申込みに関する事項

を登録するものとする。この場合において、町長は、当該事項を記載した台帳を作成

し、空き家バンク制度利用者登録完了通知書（様式第８号）により当該申込みをした

者に通知するものとする。 

（１）空き家等に定住し、又は定期的に滞在すること。 

（２）地域住民と協調して生活すること。 

４  町長は、第２項の申込みを行った者、又はその者と生計を一にする同居の親族が、

暴力団員等であるときは、利用登録（前項前段の規定による登録をいう。以下同じ。）

をしないものとする。 

５  町長は、必要に応じて、利用登録がされた情報のうち、次に掲げるものを公開する

とともに、情報提供登録者に当該情報を提供するものとする。 

（１）購入又は賃借等の別 

（２）利用目的 

（３）希望条件 

（４）希望地区等 

 

（利用登録に係る登録事項の変更の届出） 

第８条 利用登録を受けた者（以下「利用登録者」という。）は、当該利用登録に係る事

項に変更があったときは，遅滞なく空き家バンク制度利用者登録事項変更届出書（様

式第９号）を町長に提出することにより、届出を行わなければならない。 

 

（利用登録の抹消） 

第９条 町長は、次のいずれかに該当するときは、当該利用登録を抹消し、その旨を空き

家バンク制度利用者登録抹消通知書（様式第１０号）により当該利用登録者に通知す

るものとする。 

（１）利用登録者が第７条第３項各号に掲げる要件を欠くと認められるとき。 

（２）利用登録者が情報提供登録された空き家等を利用することにより、公の秩序を

乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（３）第７条第２項の申込みの内容に虚偽があったとき。 

（４）空き家バンク制度利用者登録抹消申出書（様式第１１号）の提出により、利用登

録の抹消を希望する旨の申出があったとき。 

（５）利用登録の日から２年を経過したとき。ただし、２年を経過する日までに改め

て第７条第２項の申込みがあり、利用登録をしたときを除く。 

（６）利用登録者が暴力団員等であることが判明したとき。 

（７）前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。 

 

（交渉の申込み及び通知） 
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第１０条 利用登録者は、情報提供登録がされた空き家等の購入又は賃借等について交

渉を希望するときは、空き家バンク制度交渉申込書（様式第１２号）を町長に提出す

ることにより、申込みを行わなければならない。 

２  町長は、前項の申込みがあった場合は、利用登録者が購入又は賃借等を希望する

空き家等に係る情報提供登録者にその旨を通知するものとする。 

３  前項の規定による通知を受けた情報提供登録者は、遅滞なく当該利用登録者と交

渉の上、契約の可否を回答し、その回答した内容を記載した空き家バンク制度交渉結

果報告書（様式第１３号）を町長に提出しなければならない。 

 

（情報提供登録者と利用登録者との交渉等） 

第１１条 町は、情報提供登録者と利用登録者とが行う空き家等の売買及び賃貸借等に

関する交渉並びに契約（以下この条において「交渉等」という。）については、直接

関与しない。 

２  交渉等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決しなければならない。 

３  町は、情報提供登録者と利用登録者とが交渉等に係る媒介等を行う者の紹介を希

望した場合は、当該媒介等に関し第三者に依頼することができるものとする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１２条 利用登録者は、空き家バンク制度の利用により取得した個人情報（以下この

条において「個人情報」という。）の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

（１）個人情報を不当な目的のために利用しないこと。 

（２）個人情報が流出し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。 

（３）保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。 

（４）個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告

し、その指示に従うこと。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク制度に関し必要な事項は、別に

定める。 

 

附則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

（様式は掲載省略） 

  



64 

６．２ 空き家バンク申込手続きの流れ 

空き家の所有者は、申込書の記入を行い大淀町へ物件の登録を申請します。申請さ

れた物件は、審査や現地調査等を経て空き家バンク物件登録台帳への登録が完了しま

す。登録された物件が契約成立に至るまでの過程は、空き家関連専門知識を持つ町の

委託業者がサポートします。 

 

 

 

 

  

※契約については町は関与せず、当事者間で行うこととなっています。 
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６．３ 空き家登録希望者フローチャート 
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６．４ 空き家利用希望者フローチャート 
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７ 大淀町老朽危険空家等除却事業補助金制度 

７．１ 大淀町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱 

 

大淀町老朽危険空家等除却事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、大淀町の空家等対策の一環として、空家等の除却を促進し町民の

安全・安心と良好な居住環境の確保を図るため、その除却等に要する経費の一部に対

し大淀町老朽危険空家等除却事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内

で交付することに関し、大淀町補助金等交付規則（平成２５年３月２５日 規則第６

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義等） 

第２条  この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）不良住宅 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定する

ものをいう。 

（２）空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第

２条第１項に規定するものをいう。ただし、空き店舗や空き事務所・倉庫など居住

宅としての使用がないもの、長屋等の集合住宅で、このうち１件（１部屋）でも居

住されているものは除く。 

（３）除却工事 不良住宅である空家等のすべてを解体し、その廃材の運搬・撤去及び

処分を行うことをいい、除却後の整地を含む。 

 

（補助対象建築物） 

第３条  補助の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、不良住宅で、

次の各号に揚げる要件を全て満たすものとする。 

（１）大淀町内に存する空家等であること。 

（２）第５条第２項に規定する不良住宅認定を受けていること。 

（３）空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１４条

第３項の規定による措置命令の対象となっていないこと。 

（４）補助対象建築物及びその存する土地等について、その所有関係が明確であり、

所有権以外（賃借権を含む。）の権利設定がないこと。ただし、当該権利者から除

却工事について同意を得た場合を除く。 

 

（補助対象者） 

第４条  補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に揚げる要件

を全て満たすものとする。 

（１）補助対象建築物を除却することに正当な権原を有すること。 
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（２）大淀町に納税義務の生じた町税を滞納していないこと。 

（３）本人又はその世帯構成員全員が大淀町暴力団排除条例（平成２４年３月２７日

条例第１号）第２条第１号から第３号までに規定する暴力団、暴力団員、暴力団員

等又は、これらと密接な関係を有する者でないこと。 

 

（不良住宅の認定） 

第５条  不良住宅の認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は、あらか

じめ、不良住宅認定申請書（第１号様式）に次の各号に揚げる書類を添えて、町長に

提出しなければならない。 

（１）不良住宅の位置図及び現況写真（全体及び老朽箇所が確認できるもの） 

（２）不良住宅の建物等の配置図 

（３）不良住宅の不動産登記事項証明書等（認定申請や除却に係る権原を確認できる

もの、申請日から３カ月以前に発行されたものに限る。） 

（４）その他町長が必要と認める書類 

２  町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請内容の審査及び実

地調査を行い、当該結果を不良住宅認定通知書（第２号様式）又は不良住宅不認定通

知書（第３号様式）により、認定申請者に通知するものとする。 

３  不良住宅の認定は、住宅地区改良法施行規則（昭和３５年建設省令第１０号）別表

第１から別表第３までの住宅の不良度の測定基準に揚げる評定項目の評点の合計が

１００以上の建築物とする。 

４  前項の規定にかかわらず、補助を受ける目的で故意に破損させたと認められる場

合は不良住宅と認定しない。 

５  認定申請者が、第２項に規定する通知を行う前に、当該申請を取り下げようとす

る場合は、不良住宅認定申請取下届（第４号様式）を町長に提出しなければならない。 

 

（補助対象事業） 

第６条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

（１）補助対象者が行う補助対象建築物の除却工事 

（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可（土木工事業、建築

工事業又は解体工事業に係る許可に限る。）を受けた者又は、建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項の登録を

受けた者が施工する工事 

（３）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）

に基づき、適正な分別解体、再資源化等が実施されるもの 

（４）補助を申請する年度内に当該事業が完了するもの 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象と

しない。 

（１）補助対象者又はその世帯構成員が自ら施工するもの 

（２）第１０条に規定する交付決定を受ける前に契約又は着工をしたもの 
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（３）補助金の交付を受ける目的で補助対象建築物を故意に破損等させたもの 

（４）補助対象建築物が公共事業に伴う補償の対象となるもの 

（５）この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受

けるもの 

（６）不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とする者が当該業を行うためのも

の 

（７）その他町長が補助金の対象として不適当と認めるもの 

 

（補助対象経費） 

第７条  補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事

業に要する経費（建築物及び同一敷地内において付随する工作物の解体、運搬及び処

分、立木竹の伐採、運搬及び処分、安全対策や粉塵・騒音対策等に要する経費、並び

に除却後の整地に要する経費を含み、消費税及び地方消費税を除く。）とする。 

 

（補助金の額） 

第８条  補助金の額は、補助対象経費の合計額又は国土交通大臣が定める標準建設費の

うちの除却工事費により積算した額のいずれか少ない額に５分の４を乗じて得た額

とし、５０万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に１,０００円未満の

端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。 

２  前項の国土交通大臣が定める標準建設費は、補助金の交付の決定をした際におけ

る標準建設費を使用するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第９条  補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、大淀町老

朽危険空家等除却事業補助金交付申請書（第５号様式）に次に揚げる書類を添えて、

町長が指定する日までに、町長に提出しなければならない。 

（１）不良住宅認定通知書の写し 

（２）誓約書兼同意書（第６号様式） 

（３）大淀町税の完納証明書 

（４）補助対象事業に係る見積書の写し（除却工事等費用の積算根拠や積算内訳が明

らかになるもので、除却工事等の施工業者の押印があるものに限る。） 

（５）補助対象事業の施工業者に係る、建設業許可書（土木工事業、建築工事業又は解

体工事業に限る。）の写し又は解体工事業の登録通知書の写し 

（６）補助対象建築物の不動産登記（全部）事項証明書（所有権等を証明できる書類。

補助対象建築物について登記がある場合に限る。） 

（７）固定資産税課税台帳又は固定資産税課税明細書の写し（補助対象建築物が未登

記の場合に限る。） 

（８）共有者全員の同意書又は共有者代表による紛争等が生じた場合の確約書（補助

対象建築物が共有の場合に限る。） 

（９）法定相続人全員の同意書又は法定相続人代表による紛争等が生じた場合の確約
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書（所有者が死亡しており相続が未了の場合に限る。） 

（１０）権利者の同意書（補助対象建築物に抵当権その他の所有権以外の権利が設定

されている場合に限る。） 

（１１）土地の所有者等の同意書（申請者と補助対象事業を行う土地の所有者等が異

なる場合に限る。） 

（１２）建築物の所有者等の同意書（申請者と補助対象建築物の所有者等が異なる場

合に限る。） 

（１３）その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定等） 

第１０条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し大淀町老朽危険空家等除却事業補助

金交付決定通知書（第７号様式）により交付申請者に通知するものとする。この場合

において、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することが

できる。 

２  町長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、大淀町老

朽危険空家等除却事業補助金不交付決定通知書（第８号様式）により交付申請者に通

知するものとする。 

 

（事業の変更等） 

第１１条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）

は、やむを得ない理由により当該補助対象事業を変更（軽微な変更を除く。）又は廃

止しようとするときは、大淀町老朽危険空家等除却事業変更等承認申請書（第９号様

式）に次に揚げる書類を添えて、町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければなら

ない。ただし、補助金の増額を伴う変更承認申請をすることはできない。 

（１）補助対象事業の変更内容が確認できる書類 

（２）変更後の補助対象事業に係る見積書の写し 

２  町長は、前項の申請書を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認める

ときは、大淀町老朽危険空家等除却事業変更等承認通知書（第１０号様式）により交

付決定者に通知するものとする。 

３  町長は、前項の審査の結果、不適当と認めるときは、大淀町老朽危険空家等除却事

業変更等不承認通知書（第１１号様式）により交付対象者に通知するものとする。  

４  第１項に規定する軽微な変更は、補助対象経費の１０分の２以内の減少とする。 

 

（実績報告） 

第１２条 交付対象者は、補助対象事業の完了後、速やかに大淀町老朽危険空家等除却

事業実績報告書（第１２号様式）に次に揚げる書類を添えて、町長が指定する日まで

に、町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要に応じて現場で

検査を行うことができる。 

（１）補助対象事業に係る契約書の写し（補助金の交付決定を受けた後に契約を行っ
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たもので、当該工事を行った解体事業者等の押印があるもの） 

（２）補助対象事業の施工前、施行中、及び施工完了後の状況が確認できる写真  

（３）補助対象事業に係る工事費の請求書（請求明細書を含む。）及び領収書の写し（作

成年月日、施工業者の名称、所在地の記載及び押印のあるものに限る。明細書は除

却工事等費用の積算根拠や積算内訳が明らかになるもの） 

（４）補補助対象事業に伴い生じた廃棄物に関する処分証明書の写し 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の確定） 

第１３条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該受理した日か

ら１４日以内に完了検査を実施し、適正であると認めたときは補助金の額を確定し、

大淀町老朽危険空家等除却事業補助金確定通知書（第１３号様式）により交付対象者

に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 交付対象者は、前条の通知を受けたときは、大淀町老朽危険空家等除却事業

補助金交付請求書（第１４号様式）を、町長が指定するまでの日に、町長に提出しな

ければならない。 

２  町長は、交付対象者から前項の規定による請求書の提出があったときは、速やか

に補助金を交付するものとする。 

 

（報告） 

第１５条 町長は、補助金の交付の目的を達するために、必要があると認めるときは、交

付対象者に対し、その補助対象事業の実施について報告を求め、又は必要な指示を行

うことができる。 

 

（交付決定の取消し） 

第１６条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）第３条に規定する補助対象建築物、第４条に規定する補助対象者、第６条に規

定する補助対象事業に該当しなくなったとき。 

（２）前条に規定する報告の求め、指示に従わなかったとき又は第１２条の検査を拒

み、忌避し、若しくは妨げたとき。 

（３）補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの要綱に違反したと

き。 

（４）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

（５）正当な理由なく補助金交付に係る事務手続きを行わないとき。 

（６）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

（７）その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 
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（補助金の返還等） 

第１７条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、補助金が既に交付されているときは、大淀町老朽危険空家等除却事業補

助金返還命令書（様式第１５号）により当該補助金の返還の命令を行い、補助金の返

還を求めるものとする。 

２  交付対象者は、前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、直ちに当該

補助金を返還しなければならない。 

 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

（施行期日） 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式は掲載省略） 
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７．２ 大淀町老朽危険空家等除却事業補助金制度概要及び手続の流れ 
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大淀町老朽危険空家等除却事業補助金に関する注意事項 

 

不良住宅認定の取り下げ 

 不良住宅認定申請後に建物等の除却（解体）を取りやめる場合については、不良住宅認定
申請取下届の提出が必要になりますので、担当課までご相談ください。  

 

事業の変更 

 交付決定後、工事の内容を変更する場合については、事業変更等承認申請書の提出が必
要になりますので、担当課までご相談ください。  

 

交付決定の取り消し 

 交付対象者が次のいずれかに該当すると判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は
一部を取り消すことがあります。 

 補助対象建築物、補助対象者、補助対象事業に該当しなくなったとき 

 要綱に定める報告の求め、指示に従わなかったときや町の検査を拒んだり、避けようとし
たり、妨げたとき 

 補助金の交付決定の内容や、町が付した条件、法令又はこの要綱に違反したとき  

 偽りやその他不正な手段により補助金の交付決定等を受けたとき  

 正当な理由なく補助金交付に関する事務手続きを行わないとき 

 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

 その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき 

 

補助金の返還 

 補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合、仮に補助金が既に交付・入金さ
れ、使用していたとしても、町は返還の命令を行い、補助金の返還を求めます。補助金の返

還を求められた場合、交付対象者は直ちに当該補助金を返還してください。  

 

解体後 

 「建物滅失登記」など、建物等の除却（解体）に伴う諸手続きについては、申請者において確
実に行ってください。 

 建物等の除却により固定資産税等の「住宅用地特例」が適用されなくなるため、次年度から
固定資産税が増額となることがあります。詳しくは町役場税務課にお問合せください。（固定

資産税の賦課期日は毎年１月１日です。） 

 除却 (解体 )後の跡地については、今後草木の繁茂等により近隣の迷惑となることがないよう、

定期的な管理に努めてください。 

 その他の事項については、お問い合わせいただくか、要綱をご覧ください。 
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７．３ 住宅の不良度の判定基準表 
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